
表 
 

彰 
 

規 
 

程 
（
目 

的
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 
一 

条 

こ
の
規
程
は
、
全
国
公
共
図
書
館
協
議
会
あ
る
い
は
、
公
共
図
書
館
の
事
業
に
尽
力
し
、

そ
の
功
績
顕
著
な
者
の
表
彰
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
表
彰
の
対
象
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 

二 

条 
全
国
の
公
共
図
書
館
並
び
に
図
書
館
協
議
会
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
で
、
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
理
事
会
の
決
定
を
経
て
、
こ
れ
を
表
彰
す
る
。 

 
 

一 

特
に
本
会
に
功
労
の
あ
っ
た
者 

 
 
 

 
 

二 

永
年
図
書
館
の
事
務
に
従
事
し
、
功
労
の
あ
っ
た
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

三 

永
年
図
書
館
協
議
会
の
委
員
と
し
て
功
労
の
あ
っ
た
者 

 
 

四 

そ
の
他
、
特
に
表
彰
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
者 

 

２ 

す
で
に
表
彰
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
前
項
の
他
の
項
目
に
該
当
す
る
に
い
た
っ
た
と
き

は
、
さ
ら
に
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
表
彰
の
方
法
） 

第 

三 

条 

表
彰
は
、
表
彰
状
の
贈
呈
を
も
っ
て
行
う
。
理
事
会
で
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
あ
わ
せ

て
記
念
品
を
贈
呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
経 

費
） 

第 

四 

条 

表
彰
に
要
す
る
経
費
は
、
本
会
の
会
計
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。 

（
委 

任
） 

第 

五 

条 

こ
の
規
程
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
理
事
会
で
定
め
る
。 

 
 
 
 

付 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
本
会
が
設
立
さ
れ
た
と
き
か
ら
適
用
す

る
。 

 

 

表 

彰 

規 

程 

施 

行 

内 

規 

最
終
改
正 

平
成
一
三
年
六
月
二
七
日 

 

第
二
条
第
一
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
。 

第
二
号 

（
１
） 

公
共
図
書
館
に
勤
務
し
た
期
間
が
三
十
年
以
上
で
功
労
の
あ
っ
た
者 

 
 
 

（
２
） 

公
共
図
書
館
の
館
長
と
し
て
十
年
以
上
勤
務
し
功
労
が
あ
り
転
退
職
し
た
者 

 
 
 
 

（
３
） 

司
書
の
資
格
を
有
す
る
者
で
、
公
共
図
書
館
に
勤
務
し
て
い
る
者
が
、
公
共
図
書
館
、

大
学
図
書
館
、
学
校
図
書
館
、
公
民
館
図
書
室
及
び
図
書
館
類
縁
機
関
に
勤
務
し 

 
 
 
 

た
期
間
の
合
計
が
三
十
年
以
上
で
功
労
の
あ
っ
た
者 

第
三
号 

（
１
） 

委
員
の
期
間
が
十
五
年
以
上
で
功
労
の
あ
っ
た
者 

 
 
 
 

（
２
） 

委
員
と
し
て
十
年
以
上
そ
の
職
に
あ
り
、
功
労
が
あ
り
退
任
し
た
者 

 
 
 

付 

則 

（
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
） 

こ
の
内
規
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

付 

則 

（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
七
日
司
書
資
格
を
有
す
る
者
の
特
例
） 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 


